
株式会社ＪＴＢアセットマネジメント定款 

     

第 １ 章  総   則 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ＪＴＢアセットマネジメント（英文では ＪＴＢ  

ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ Ｃｏｒｐ．）と称する。 

 

（目的） 

第２条 当会社の目的とする事業は次のとおりである。 

  １．不動産の所有、賃貸、管理、売買、仲介及び鑑定の事業 

  ２．建築・土木・造園工事の設計、施工、監理及び請負事業 

  ３．建築・土木・造園工事の資材、器具、備品類の販売及び斡旋事業 

  ４．都市再開発、観光開発その他土地開発に関する設計及び建設コンサルタ 

ント事業 

  ５．建築物及び付属設備の警備、清掃、保守、保全管理、営繕及び管理事務 

代行 

  ６．商業施設・店舗、宿泊施設等の内装設計及び内装仕上工事業 

  ７．商業施設・店舗、宿泊施設等の内装仕上げに関する大工工事業 

  ８．商業施設・店舗、宿泊施設等の屋内外広告に関する設計及び鋼構造物工 

事業 

  ９．商業デザイン、各種広告物デザイン及び広告、宣伝事業 

 １０．商業施設・店舗、宿泊施設のデザイン企画に関する事業 

 １１．第一種貨物利用運送事業 

 １２．金銭の貸付に関する事業 

 １３．旅館、ホテル、レストラン等の経営及びコンサルタント事業 

 １４．ゴルフ場、テニス場、スポーツ施設の経営及びコンサルタント事業 

 １５．研修所、文化教室等の経営及びコンサルタント事業 

 １６．クアハウス、老人ホーム等の経営及びコンサルタント事業 

 １７．ゴルフ場、スポーツクラブの会員権の売買及び斡旋事業 

 １８．公園、遊園地、駐車場の管理に関する事業 

 １９．工業用地、住宅用地等の造成事業 

 ２０．損害保険の代理店業 

 ２１．倉庫業 

 ２２．店舗・オフィスに関する機器（中古品を含む）等の販売、買取、リース 



業務、レンタル業務及び修理業 

 ２３．古物商 

 ２４．煙草、印紙、切手、酒類、飲料水、食料品等の販売に関する事業 

 ２５．労働者派遣事業 

２６．金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、 

投資運用業 

２７．不動産投資顧問業（一般・総合） 

２８．不動産特定共同事業 

 ２９．前各号に関連する物品・資材の発送・配送及びその保管事業 

 ３０．その他前各号に付帯し、又は関連する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都台東区に置く。 

 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、東京都において発行

する日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 

 

第 ２ 章  株   式 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 
第５条 当会社の発行可能株式総数は、１６，０００株とし、当会社の発行可能

種類株式総数は、普通株式が１５，９９９株、A種優先株式が１株とする。 

 

（株式の譲渡制限） 

第６条 当会社の株式の譲渡による取得については、株主又は取得者は取締役会 

   の承認を受けなければならない。 

 

（株式に関する事項） 

第７条 当会社の発行する株式並びに新株予約権に関する取扱い及び手数料は、 

法令又は定款に定めるもののほか、取締役会の定めるところによる。 

 

（基準日） 

第８条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載された議決権を有す 



る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使 

することができる株主とする。 

  ２ 前項のほか必要がある場合は、取締役会の決議によって、２週間前まで 

に公告して、一定の日現在の株主名簿に記載された株主をもって、その権 

利を行使することができる株主とすることができる。    

 

第２章の２ A 種優先株式 
 
（A 種優先配当金） 
第９条 ２０２３年３月末日に終了する事業年度から２０２７年３月末日に終了

する事業年度中（以下「A 種優先配当期間」という。）に属する日を基準
日として剰余金の配当がされる場合、当該剰余金の配当の基準日（以下
「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録された A 種優
先株式を有する株主（以下「A 種優先株主」という。）又は A 種優先株式
の登録株式質権者（「A 種優先株主」と併せて、以下「A 種優先株主等」
という。）は、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株
式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質
権者（「普通株主」と併せて、以下「普通株主等」という。）に先立ち、 
A 種優先株式１株につき、次項に定める額の金銭による剰余金の配当（か
かる配当により支払われる金銭を、以下「A 種優先配当金」という。）及
び前事業年度に係る配当後の未払 A 種優先配当金の配当を受けることがで
きる。 

２ A 種優先配当金の額は、当会社の貸借対照表上の現預金勘定及び短期貸
付金勘定の合計額が２億円（必要最低現預金額）を上回る場合、その上回
った額の範囲内において、配当基準日における会社法第４６１条第２項に
定める分配可能額を限度として、以下の算式に従い算出される金額（以下
「A 種優先配当金基準額」という。）を既発行の A 種優先株式の総数で除
した金額とする。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中に、A 種優
先株主等に対し、当該配当基準日より前の日を基準日とした剰余金（未払
A 種優先配当金を除く。）の配当がされたときは、当該配当基準日に係る
A 種優先配当金の額は、その各配当における１株当たりの A 種優先配当金
の合計額を控除した金額とする。 

＜算式＞ 
A 種優先配当金基準額＝譲渡期日時点における当会社の貸借対照表上の短
期貸付金の額（以下「A 種優先配当金総額」という。）÷５年 



３ ある事業年度に属する日を基準日として A 種優先株主等に対して行われ
た剰余金の配当の総額が、A 種優先配当金基準額に達しない場合は、その
不足額（以下「未払 A 種優先配当金」という。）は翌事業年度以降に累積
し、累積した不足額については、当該翌事業年度以降、A 種優先配当金及
び普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、A 種優先株主等に対して配
当する。 

４ A 種優先株主等は、A 種優先配当金基準額を超えて剰余金の配当を受け
ない。 

５ A種優先配当期間内にA種優先株主等に対して行われた剰余金の配当の総
額がA種優先配当金総額に達しない場合は、A種優先配当金総額に達するま
でA種優先配当期間を延長する。 

 

（A 種優先株主等に対する残余財産の分配） 
第１０条 当会社の残余財産を分配するときは、A 種優先株主等に対して、普通株

主等に先立って、A 種優先配当金総額から A 種優先株主等が配当を受けた
A 種優先配当金の総額を控除した残額を分配する。 

２ 前項に基づく分配がされた後に普通株主等へ残余財産を分配するとき
は、A種優先株主等はA種優先株式１株当たりにつき、普通株式１株当たり
の残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。 

 

（普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）） 
第１１条 A 種優先株主は、当会社に対して書面による通知を行ったうえで、いつ

でも当会社に対して普通株式の交付と引換えに、その有する A 種優先株式
の全部を取得することを請求することができる。 

２ A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、１株とする。 
 
（普通株式対価の取得条項（強制転換）） 
第１２条 当会社は、A 種優先配当期間経過後（ただし、未払 A 種優先配当金があ

る場合は当該配当金の配当終了後）、A 種優先株主等に対して書面による
通知を行ったうえで、いつでも当会社の取締役会が別途定める日の到来を
もって、普通株式の交付と引換えに、A 種優先株式の全部を取得すること
ができる。 

２ かかる取得によりA種優先株主に対して交付すべき普通株式数は１株とす 
る。 

 



（株式併合又は分割、募集株式の割当て等） 
第１３条 普通株式について株式の併合又は分割を行う場合、A 種優先株式につい

ても、普通株式と同時に同一割合により株式の併合又は分割を行う。 
２ A 種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の
割当てを受ける権利を与えない。 

３ A種優先株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。 
 

 

第 ３ 章  株 主 総 会 

 

（招集時期） 

第１４条 当会社の定時株主総会は毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集し、臨時

株主総会は必要ある場合に招集する。 

 

（招集及び議長） 

第１５条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に 

よって、代表取締役がこれを招集し、その議長となる。 

   ２ 代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定 

めた順位により、他の取締役がこれに代わる。 

 

（決議の方法） 

第１６条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合の他は、出 

席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって 

行う。 

   ２ 会社法第３０９条第２項の定めによる特別決議は、定款に別段の定め 

がある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分 

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行 

う。 

 

（議決権の代理行使） 

第１７条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場 

合は、当該株主又は代理人は、代理権を証する書面を株主総会ごとに当 

会社に提出しなければならない。 

 

（議事録） 



第１８条 株主総会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及 

び結果等、法定の事項を記載し、議長及び出席した取締役、監査役の氏 

名・名称を記載する。 

   ２ 前項の議事録は１０年間本店に備え置くものとする。 

 

（種類株主総会 

第１９条 当会社の種類株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 

   ２ 第１４条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会に

これを準用する。 

   ３ 第１５条、第１７条及び前条の規定は、種類株主総会にこれを準用す

る。 

   ４ 第１６条第１項の規定は、会社法第３２４条第１項の規定による種類

株主総会の決議にこれを準用する。 

   ５ 第１６条第２項の規定は、会社法第３２４条第２項の規定による種類

株主総会の決議にこれを準用する。 

   

第 ４ 章  取締役及び取締役会等 

 

（取締役会の設置） 

第２０条 当会社は、取締役会を置く。 

   ２ 取締役会に関する事項は、法令又は定款の定めによるほか、取締役会 

    において定める取締役会規則による。 

 

（取締役の員数） 

第２１条 当会社の取締役は、３名以上とする。 

 

（取締役の選任及び解任） 

第２２条 取締役は、株主総会の決議によって選任並びに解任する。 

   ２ 取締役の選任並びに解任決議は、議決権を行使することができる株主 

の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって 

行う。 

   ３ 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。     

 

（取締役の任期） 

第２３条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のも 



のに関する定時株主総会終結の時までとする。 

   ２ 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任 

期が満了する時までとする。 

 

（役付取締役） 

第２４条 取締役会の決議によって、取締役社長１名を選定することができる。 

   ２ 取締役会の決議によって、専務取締役及び常務取締役を選定すること

ができる。 

 

（代表取締役） 

第２５条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 

   ２ 代表取締役は、当会社を代表し業務を執行する。 

 

（執行役員） 

第２６条 取締役会は、その決議により、執行役員を選任する。 

   

（取締役の報酬等） 

第２７条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

 

（顧問・相談役） 

第２８条 取締役会で必要と認めるときは、顧問及び相談役を置くことができ

る。    

 

（取締役会の招集者及び議長） 

第２９条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集

し、議長となる。 

   ２ 代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定

めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第３０条 取締役会の招集通知は代表取締役がこれをなし、各取締役及び監査役 

に対し、会日３日前に発することを要する。但し、緊急の必要あるとき 

はこの期間を短縮することができる。 

 

 



（取締役会の決議方法） 

第３１条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席 

し、その過半数をもって行う。 

   ２ 前項の決議について、特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わ 

ることができない。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第３２条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案し 

た場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全 

員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該事項 

を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役 

が異議を述べた場合はこの限りではない。 

 

（取締役会の議事録） 

第３３条 取締役会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及 

び結果等、法定の事項を記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記 

名押印する。 

   ２ 前項の議事録は１０年間本店に備え置くものとする。  

 

第 ５ 章  監 査 役 

 

（監査役の設置） 

第３４条 当会社は、監査役を置く。 

 

（監査役の監査の範囲） 

第３５条 監査役は会計監査と業務監査を行う。 

 

（監査役の員数） 

第３６条 当会社の監査役は、１名以上とする。 

 

（監査役の選任） 

第３７条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 

   ２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 

過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

 



（監査役の任期） 

第３８条 監査役の任期は、選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のもの 

に関する定時株主総会終結の時までとする。 

   ２ 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了 

する時までとする。  

 

（監査役の報酬等） 

第３９条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。 

 

第 ６ 章  計   算 

 

（事業年度） 

第４０条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（剰余金の配当） 

第４１条 当会社は株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿 

に記載された株主又は登録株式質権者（以下「株主等」という。）に対 

し、金銭により剰余金の配当を行う。 

   ２ 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主 

名簿に記載された株主等に対し、金銭により剰余金の配当を行うことが 

できる。 

 

（中間配当） 

第４２条 当会社は取締役会の決議により、毎年９月３０日の最終の株主名簿に 

記載された株主等に対し金銭による剰余金の配当（以下「中間配当」と 

いう。）をすることができる。 

   ２ 配当金に利息は付さない。 

 

（除斥期間） 

第４３条 剰余金の配当及び中間配当金が、支払開始の日から満３年を経過して 

も受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 

  

第 ７ 章  附   則 

 

 



（法令の適用） 

第４４条 この定款に記載のない事項は、すべて会社法その他の法令によるもの

とする。  

 

以上 

  

２０２３年４月１日改訂 

                        

 


